
 

 

各 務 原 都 市 計 画 道 路 の 変 更 案 の 縦 覧   

 

都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ２ １ 条 第 ２ 項 の 規 定

に お い て 準 用 す る 同 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 都 市 計 画 を 変

更 し た い の で 、 同 法 第 ２ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 同 法 第

１ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 当 該 都 市 計 画 の 案 を 公 衆 の

縦 覧 に 供 す る 。  

な お 、 当 該 都 市 計 画 の 案 に つ い て 、 縦 覧 期 間 満 了 の 日 ま で に 岐 阜

県 に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ ０ 日  

岐 阜 県 知 事   江 崎  禎 英  

 

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

各 務 原 都 市 計 画 道 路  

 ３ ・ ３ ・ ２ 号  岐 阜 鵜 沼 線   

 

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域   

都 市 計 画 図 書 に お い て 表 示 す る 区 域  

 

３  都 市 計 画 案 の 縦 覧 場 所  

岐 阜 県 都 市 建 築 部 都 市 政 策 課 、 各 務 原 市 都 市 建 設 部 都 市 計 画 課  

 

４  縦 覧 期 間  

令 和 ８ 年 ４ 月 １ ０ 日 か ら  

同   年 ４ 月 ２ ４ 日 ま で  

 

５  注 意 事 項  

意 見 書 に は 、 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 及 び 主 た る 事

務 所 の 所 在 地 ） を 記 載 す る こ と 。  

ま た 、 住 所 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 の 市 町 村 が 、 都 市 計 画 を 定

め る 土 地 の 区 域 が 存 す る 市 町 村 と 異 な る 場 合 は 、 当 該 都 市 計 画 の 案

に 対 し て 有 す る 利 害 関 係 の 内 容 に つ い て も 記 載 す る こ と 。  

 


